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「内部統制基本方針」改定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成27年８月７日開催の取締役会におきまして、平成27年５月１日施行の改正会社法

および改正会社法施行規則に基づき、下記の通り「内部統制基本方針」を改定することを決議い

たしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．基本方針 

当社および当社子会社（以下、「当社グループ」という）は、次の経営理念を掲げ、企業価値

向上のため、経営の迅速な意思決定、法令の遵守と透明性の高い経営ならびに統制機能の充実

を図るとともに、公平かつ適時・適切な情報開示と積極的なＩＲ活動に取り組む。また、信頼

性のある財務報告を重視し、信頼性確保のために統制環境の整備、リスク評価、統制活動等を

積極的に行う。 

【経営理念】 

わたしたちは、ともに働く仲間の幸福を最大限に追求し、一人ひとりの経済的利益と精神的

成長を達成することで、お客様へ最大の満足を提供し、地域社会へ貢献していくことをミッシ

ョンとします。 

「人」が生きていくために必要不可欠な「食」に携わることへの誇りと感謝の気持ちを持ち、

世界に必要とされる食ブランドを創ることに挑戦し続けます。 

 

当社グループは、この経営理念に基づき、従業員、お客様、株主や投資家の皆様、お取引先

様、当社を取り巻く地域社会その他ステークホルダーの皆様との信頼を深めるためにも、それ

らの活動を通してコーポレート・ガバナンス体制を改善強化することが経営の最重要課題と位

置づける。 

 



 
 

 
 

２．業務の適正を確保するための体制の整備 

(１) 当社グループの取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保

するための体制 

① 「行動基準」「企業倫理綱領」「コンプライアンス規程」「役員コンプライアンス・マニュ

アル」等の内部統制構築の基礎となる各種規程・マニュアルを制定し、役員および全従業

員の行動規範とし、実効性ある内部統制の構築を推進する。 

② コンプライアンス対策の統括は取締役会で選任された、チーフ・コンプライアンス・オ

フィサーが担い、コンプライアンス・ホットラインおよび労務ホットラインの設置による

情報提供制度を構築し、運用する。 

③ 当社内部監査室は、当社グループの内部統制システムが有効に機能し、運営されている

か調査し、整備方針・計画の実行状況を監視する。調査結果は、当社代表取締役社長に報

告する。 

④ 社外取締役制度を採用し、企業経営その他の経験が豊富な社外取締役が取締役会に加わ

ることで、代表取締役を含む取締役会の牽制機能を図る。 

⑤ 「行動基準」、「企業倫理綱領」、および「反社会的勢力対応規程」において、市民社会の

秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して妥協せず、反社会的な個人・グループ等

からの不当、不法な要求には一切応じないことを宣言する。 

(２) 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項 

① 「文書管理規程」を徹底し、取締役の職務執行状況や取締役会議事録を文書または電磁

的媒体（以下、文書等という。）に記録して、適切に保存および管理（廃棄を含む）する。 

② 取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。 

③ 取締役は、法令および金融商品取引所の諸規則等に従い、開示すべき情報を適時かつ適

正に開示する。 

(３) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 「リスクマネジメント基本規程」を制定し、取締役および執行役員により主として構成

されるリスクマネジメント委員会を設置し、当社グループ全体の各種リスクを評価、分析

し、発生したリスクを円滑に経営陣へ伝達する。 

② 「危機管理規程」を制定し、地震、火災、風水害・および風評等の危機対策に加え、Ｂ

ＳＥ、鳥インフルエンザその他の食の安全を脅かす予期せぬリスクの発生可能性を十分認

識、警戒し、新たに生じた重大リスクについても「危機管理規程」に従い、社長が本部長、

経営管理本部が事務局を務める危機対策本部を中心にすみやかに対応、対処する 

③ 食に携わる企業として、食品の安心と安全を確保する体制を整備することが最優先であ

ると認識し、品質管理委員会を設置し、当社グループ全体の平時の食品衛生管理を徹底す

るとともに、万が一問題が発生したときは、直ちに適切な対応を行う。 

④ 食の品質、安全、コンプライアンス、環境、および情報セキュリティに係るリスク等に

ついて、「店舗マニュアル」、「コンプライアンス・マニュアル」、「情報管理規程」等を制定

する。 



 
 

 
 

⑤ ＩＴの活用を図るとともに、システムリスクの発生等ＩＴを利用することにより生ずる

新たなリスクの発生に対応すべく、ＩＴ監査をはじめとする適切な管理態勢とＩＴコンテ

ィンジェンシープランの整備を行う。 

(４) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制                                         

 ① 中期経営計画を策定し、当社グループ全体の経営目標を設定する。また、中期経営計画

は、外的環境や内部資源の変化に柔軟に対応するべく毎年度見直しを行う。 

② 中期経営計画に連動した年間行動計画を策定し、業績目標と予算を設定し、部門別およ

び子会社別の予算管理と月例の業績報告により適切な対策を講じる。 

③ 取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程において定め、付議にあたっては、ビジネ

スジャッジメントルールに基づき、事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布され

る体制を整備する。 

④ 「取締役規程」、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務分掌規程」、および「職務権限規程」

において、業務執行の責任者、執行手続きを明確に定め、効率的な運用を図るとともに、

重要な情報が適時かつ適切に関係者に伝達される仕組みを整備する。 

⑤ 業界や取引先のＩＴへの対応状況および社内のＩＴ利用状況を理解し、内部統制におけ

るＩＴ全般統制およびＩＴ業務処理統制の方針を定め、その整備を行い、業務の効率化と

財務報告の信頼性向上を図る。 

(５) 当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 子会社を含む業務プロセスの適切性について、金融商品取引法の要請を踏まえて策定さ

れる業務のフローチャートやリスクコントロールマトリックスも参考に「店舗マニュアル」

を策定し、業務内容の適切性についても定期的に見直す。 

② 「関係会社管理規程」に基づき、子会社を含めたコンプライアンス体制、リスク管理体

制を整備するとともに、内部通報制度（コンプライアンス・ホットラインおよび労務ホッ

トライン）の子会社への適用および当社の内部監査部門にて子会社への業務監査を実施す

る。 

(６) 財務報告の信頼を確保するための体制 

財務報告の信頼性および適正性を確保ならびに金融商品取引法に基づく適切な内部統制報

告書を提出するために必要な体制の整備および運用を行い、その有効性を定期的に評価する

とともに評価結果を取締役会に報告する。 

(７) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体

制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

① 監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、取締役会は

監査役と協議の上、必要に応じて合理的な範囲で配置する。また、当該使用人の任命、異

動および評価等人事権に係る事項の決定には、監査役会の事前の同意を得ることにより、

取締役からの独立性を確保する。 

② 使用人は、監査役会の職務を補助するに際して、監査役会の指揮命令下で職務を遂行し、

当該職務以外の業務を指示された場合にあっても監査役会の指示事項を優先的に処理する。 



 
 

 
 

(８) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体

制 

① 取締役会は、取締役および使用人が当社グループに重大な影響を及ぼす事項を監査役に

直接報告することができる体制を構築する。また、当社グループの取締役および使用人は、

監査役会の要請に応じて必要な報告および情報提供を行う。 

② 報告の方法については、取締役と監査役の協議により決定する。 

③ 取締役は、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインや労務ホットライン

への通報状況およびその内容を監査役にすみやかに報告する。 

④ その他、監査役は自ら必要と考える社内会議に随時出席し、また必要と考える事項の報

告を役職員へ要請することができ、要請を受けた役職員は誠実かつ正直な報告が義務付け

られる。 

(９) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制 

   監査役会に前項の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いをすることを禁止する。 

(10) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還などの請求をしたとき

は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除いて、すみやかに当該費

用または債務を処理する。 

(11) その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査役会と代表取締役との間で、定期的な意見交換会を実施する。 

② 監査役会に対して、専門の弁護士や公認会計士から監査業務に関する助言を受ける機会

を保障する。 

③ 監査役が、取締役会を含む社内の重要な会議に出席し、また、社内各部門および各店舗

を直接監査、さらには必要に応じ内部監査室に指揮命令を行うことにより、監査の実効性

を高める。 

（12）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社グループは、社会に存立する企業として、その社会的使命を自覚するとともに、高い

倫理観を保持し、社会的な良識に従って行動し、社会の発展とお客様の生活向上に貢献する

という「企業倫理綱領」の目的を達成するためにも、「行動基準」および「反社会的勢力対

応規程」において、反社会的な個人やグループ等からの不当、不法な要求には一切応じない

ことを宣言する。 

 (13) その他 

   この基本方針の改廃は、取締役会の決議による。 

以上 


